
「
写
」

七
中
総
総
第
一
二
五
四
号

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

中
央
区
長

山

本

泰

人

中
央
区
議
会
議
長

原

田

賢

一

様

和
解
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

「
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
関
す
る
区
長
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
中
央
区
議
会
議

決
）
に
基
づ
き
、
左
記
の
と
お
り
和
解
契
約
の
締
結
を
専
決
処
分
し
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。

記

一

締
結
年
月
日

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

二

和
解
の
内
容

本
区
及
び
相
手
方
は
、
本
件
事
故
に
基
づ
く
物
的
損
害
に
つ
い
て
互
い
に
賠
償
請
求
し
な
い
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

（一）
の
損
害
は
自
ら
の
負
担
と
す
る
。

本
区
及
び
相
手
方
は
、
本
区
と
相
手
方
と
の
間
に
は
本
和
解
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
何
ら
の
債
権
債
務
の
な
い
こ
と

（二）
を
相
互
に
確
認
す
る
。



相
手
方
は
、
和
解
契
約
の
締
結
後
、
十
営
業
日
以
内
に
本
件
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
取
り
下
げ
る
。

（三）
三

和
解
の
相
手
方

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
二
丁
目
七
番
四
号

株
式
会
社
イ
ン
パ
ク
ト

代
表
取
締
役

磯
野

昭
夫

四

事
件
の
概
要

令
和
五
年
九
月
二
十
日
午
後
四
時
十
分
頃
、
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
二
丁
目
三
十
一
番
先
に
お
い
て
、
和
解
の

相
手
方
の
所
有
す
る
車
両
が
本
区
の
管
理
す
る
街
路
樹
に
接
触
し
、
当
該
車
両
と
街
路
樹
が
損
傷
し
た
こ
と
に
関
し
、

そ
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
和
解
し
た
も
の
で
あ
る
。


